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厚生年金保険標準報酬月額の上限額引上げ等の年金制度改正法

◆育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い

◆過半数代表者を選出する際の注意点



標準報酬月額の上限額引上げ
　健康保険・厚生年金保険では、従業員に支
給される給与を一定の幅で区分した報酬月額
に当てはめ、標準報酬月額を決定します。標準
報酬月額は、社会保険料の算出のほか、健康保
険の保険給付の額や、将来受け取る年金額の
計算に用いられます。
　現在の標準報酬月額は健康保険では第1等
級の5万 8千円から第50等級の139万円ま
での全50等級に区分されており、一方、厚生年
金保険は、第1等級の8万8千円から第32等
級の65万円までの全 32等級とされています。　
　この厚生年金保険の標準報酬月額の上限が、
下表のとおり3年間かけて65万円から75万円
に引上げられることとなりました。

適用時期 標準報酬月額上限
～2027年8月 65万円

2027年9月～2028年8月 68万円
2028年9月～2029年8月 71万円

2029年9月～ 75万円

在職老齢年金の見直し
　在職老齢年金とは、60歳以降に厚生年金保
険に加入しながら（70歳以降に加入するよう
な労働条件で働く場合を含む）受け取る老齢
厚生年金のことを言います。給与（過去1年間
に支払われた賞与も含む）と年金額に応じて年
金額の一部または全部が支給停止されること
があります。
　具体的には、「（その月の標準報酬月額）＋
（その月以前1年間の標準賞与額の合計）÷
12」の額と年金額の合計額が1ヶ月当たり50
万円（※）を超える場合、50万円（※）を超えた
金額の半分が年金額より支給停止されます。こ
の年金が支給停止となる基準額が、2026年4
月より1ヶ月62万円（※）へ引上げられること
になりました。
　なお、在職老齢年金の支給停止は、老齢厚生
年金に対して行われるものであるため、在職老
齢基礎年金は全額支給されます。
※ 2024年度の額であり、毎年度の給与の変動に応じ
て改訂される。

厚生年金保険の標準報酬月額の引上げの対象となる給与額の場合、引上げ開始から数年間、厚生年金
保険の保険料が増加します。負担する厚生年金保険の保険料が多くなることで、将来、受け取る年金額
が増えることにはなりますが、負担感は大きいと思いますので、事前の周知が重要になります。
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厚生年金保険標準報酬月額の
上限額引上げ等の年金制度改正法
年金制度改正法（正式名称：社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年
金法等の一部を改正する等の法律）では、今後、従業員が支払う厚生年金保険料や、受け取る老
齢年金額に影響のある改正も行われています。その中でも、企業への影響が大きい厚生年金保
険の標準報酬月額の上限額の引上げと在職老齢年金の見直しについて確認します。

みらい社労士事務所



育児休業給付の支給
　育児休業を取得し、一定の要件を満たしたと
きには、手続きをすることで雇用保険から従業
員に育児休業給付が支給されます。
　支給対象となるのは、原則、子どもが1歳に
なるまでの育児休業であり、取得する育児休業
にあわせる形で出生時育児休業給付金か、育児
休業給付金、またはその両方が支給されます。　
　さらに、子どもが1歳時点や1歳 6ヶ月時点
で保育所に入所できないといった一定の延長
事由があるときには、最長2歳になるまで育児
休業給付金が支給されます。

育児休業中の転職
　育児休業中であっても、転職することはでき、
転職後の会社でも要件を満たせば育児休業を
取得することができます。
　ただし、育児休業給付が支給される回数は、
転職前後の育児休業それぞれで数えることに
なっており、実質的に転職前後で引き続き育児
休業を取得しているような場合であっても、転
職前後の会社では異なる育児休業として扱わ
れます。そのため、例えば、すでに転職前の会社
で育児休業給付金を2回に分けて受給してい

たような場合には、転職後の会社では3回目の
育児休業給付金の受給となり、原則として、育
児休業給付金は支給されません。

育児休業中の出向・転籍
　会社の指示により育児休業中に出向したり、
転籍に同意したりすることで、育児休業中に従
業員の雇用される会社が変わることがありま
す。2025年3月31日以前までは、実質的に出
向（転籍）前後で引き続き育児休業を取得して
いるような場合であっても、転職と同様に、育児
休業給付についても異なる会社で育児休業を
取得したものとして取り扱われてきました。
　これについて、2025年4月1日以降は、出向
（転籍）後の継続する育児休業は分割取得回数
に含まれないことになりました。また、出向（転
籍）前の支給単位期間が引き継がれることにな
りました。そのため、すでに出向（転籍）前の会
社で育児休業給付金の給付を2回に分けて受
給していたとしても、引き続き2回目の育児休
業として育児休業給付金が支給されます。
　また、育児休業を延長している途中で出向や
転籍する場合であっても育児休業給付金は引
き続き申請ができます。 

出向や転籍時の申請については、手続きの流れや必要書類が異なります。手続きが発生する際には、最
寄りのハローワークで確認する等、丁寧に対応を進めましょう。
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育児休業中に転職等をした場合の
育児休業給付の取扱い
子どもの誕生をきっかけに、仕事と育児の両立がしやすい企業へ転職する従業員もいます。ま
た、会社が育児休業中に出向を命じたり、転籍を求めたりすることもあります。以下では、このよ
うに育児休業中に従業員を雇用する会社が変更となる場合の、出生時育児休業給付金や育児
休業給付金（以下、まとめて「育児休業給付」という）について確認します。

みらい社労士事務所



選出する際のポイント
　過半数労働組合がない事業場における過半
数代表者を選出する際のポイントは、以下の3
点です。

①の労働者には正社員だけでなく、パートタ
イマーやアルバイトも含まれます。また、育児休
業などの休業者も母数となる労働者に含まれ
ます。いわゆる管理監督者は③のとおり、過半
数代表者になることはできませんが、過半数代
表者を選出する母数となる労働者の数に含ま
めた上で、すべての労働者を対象に選出手続き
を行います。　
②については、「時間外・休日労働に関する

協定（36協定）の締結を行うため」など、選出す
る目的を明らかにして選出することが求められ
ます。

③については、そもそも管理監督者とは労働
条件の決定その他労務管理について経営者と
一体的な立場にある者のことをいうため、従業
員の代表としては不適切な立場です。そのため、
管理監督者に該当しない従業員が過半数代表
者になる必要があります。

選出する目的
　10月に施行される改正育児・介護休業法の
改正事項の1つに、柔軟な働き方を実現する
ための措置があり、企業が選択した措置につい
て、過半数代表者等の意見を聴取する機会を
設けることが措置を講じる前提条件になってい
ます。
　この柔軟な働き方を実現するための措置に
関する意見の聴取も、選出する目的を示した上
で、過半数代表者を選出して行う必要がありま
す。
　そのため、既に選出されている過半数代表者
から意見を聴取しようとするときには、選出した
ときの目的が適正になっていたかを確認し、目
的として含まれていないときには、再度、選出す
ることが求められます。

① 労働者の過半数を代表していること
② 選出する目的を明らかにした上で、すべて
の労働者が参加した民主的な手続きがとら
れていること

③ 労働基準法第41条第2号に規定する管理
監督者でないこと
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過半数代表者を選出する際の注意点
過半数労働組合が無い場合、36協定の締結などの際は、過半数代表者の選出が必要になりま
すが、近年、労働基準監督署の監督指導などでもこの過半数代表者の適正な選出手続きが強
く求められるようになっています。以下では、過半数代表者を選出する際の注意点を確認します。

最近では、過半数代表者の候補者を募る段階から投票まで、インターネットを用いて、クラウドにあるア
ンケート機能を利用する等して行う事例も増えています。集計の負担が軽減される方法にはなりますが、
その際にも、選出する際の3つのポイントを押さえることが求められます。

みらい社労士事務所



今月は、社会保険の定時決定の結果を反映する月です。給与の変更がある場合は、誤りやもれが
ないように注意しましょう。月の後半に祝日がありますので、取引先の休業状況も確認しておきま
しょう。

　9月は障害者雇用支援月間です。現在、障害者の法定雇用率は2.5％ですが、段階的な引き上げにより、 2026年7月以
降は2.7％となることが決定しています。法定雇用率を満たしていない企業では、障害者雇用に向けて採用活動を強化して
いきましょう。

［防災対策］
　9月1日は防災の日です。折りしも台風シーズンで、風水害が多発する季節でもあります。防災対策の見直し機会と捉えて、
再点検しましょう。

　□ 大雨で雨もりがしてしまうかも！
　　施設や工場など、適宜点検 ・ 修理依頼をしましょう。

　□ 万が一が起きてしまう前に！
　　ライフラインが途絶えてしまう危険も考え、日頃からの準備が肝要です。
　　　・ 非常時用の医薬品などの準備や使用期限等の見直し
　　　・ 書類を重要度に応じた表示や区分をして整理
　　避難経路、避難場所、緊急連絡網の整備もしましょう。

［交通安全運動］
　秋の全国交通安全運動が9月21日から9月30日にかけて行われます。最近では自動車に限らず、自転車の交通安全に
関する取り組みも進められています。自転車による事故であっても、加害者が高額な損害賠償を負うケースがあり、多くの地
方自治体では自転車損害賠償保険の加入義務化を条例で定めています。業務や通勤で自転車を利用する場合は、この機会
に安全運転の徹底と保険加入状況の確認をしておくようにしましょう。

　2025年度の地域別最低賃金が公示される時期です。都道府県により、改定額と発効月日が異なります （10月1日以降
に発効 ）。自社の従業員について、最低賃金を下回る設定になっていないか調べておきましょう。

　7月に提出した算定基礎届に基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を適用することになります。新し
い標準報酬月額に基づいた保険料納付は、9月分（10月末納付分）からです。従業員の給与から控除する社会保険料の変
更タイミング（翌月控除、当月控除）については各社で取扱いをご確認ください。

社会保険料　定時決定結果の反映

地域別最低賃金の改定額の公示

障害者雇用支援月間

防災や安全対策の見直し04

03

02

01

お仕事備忘録　  WOR K R EMINDER
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